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はじめに 

 アラブ諸国で起きた一連の政治変動、いわゆる「アラブの春」の高まりの中で、リビア

では 2011 年、42 年続いたムアンマル・カッダーフィ政権が崩壊した。この過程で、国際

連合安全保障理事会は初めて「保護する責任」（Responsibility to Protect、以下、基本的に

R2P と略述する）に具体的に言及した決議を成立させ、北大西洋条約機構（NATO）加盟

国を中心とする連合軍がリビアに軍事介入した。他方、国連人権高等弁務官の発表によれ

ば、シリアでは 2013 年初頭現在、6 万人以上の死者が出ている。しかし、国連安保理を含

む国際社会はシリアにおける殺戮を停止させる有効な手段をとれないまま、ほとんど傍観

の状態を続けている。 

 リビア、シリア両国とも同じような経路をたどり、R2P 論に基づく対応の必要性が議論

されている。にもかかわらず何故、国際社会の対応はこれほど違っているのだろうか。最

大の要因は、リビアとそれに続くコートジボワールにおいて、R2P 論に基づく軍事介入が

体制転換を引き起こしたことにある。このことに対するロシアや中国などいわゆる BRICS 

5 カ国やその他の国は、「文民保護の名を借りた内政干渉である」と激しく反発している。 

 確かに R2P 論はその展開されてきた経緯から見て、体制転換を含む内政干渉を排除する

ことを重要課題に掲げてきた。しかし他方でリビア、コートジボワール、さらにシリアの

ケースは、外部アクターがある国において「文民保護」を実現しようとした場合、最終的

には体制転換を図るしかないという状況もあり得ることを示している。体制の側が生き残

りを唯一の目的として弾圧を続けている場合、国際社会の説得や非軍事的手段によって、

民間人を含む反体制派に対する殺戮を停止するとは容易に考えられないからである。そこ

にはオーストラリアの R2P 研究者アレックス・ベラミーがいう、R2P と体制転換との間の

「根本的なジレンマ」
1
が存在している。 

 本章ではR2P論に基づき国際社会がいかに対応したかをリビアとシリアの事例で比較す

る。その上で、R2P と体制転換問題を検討し、さらに国際社会が軍事介入をする場合の軍

事力の問題、アラブ・イスラーム世界における米国などに対する不信感について言及する。 
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１．リビア問題と R2P論 

（１）事態の急速な展開と軍事攻撃容認安保理決議の成立 

リビアでは 2011年 2月 15日以降、東部の都市ベンガジを中心に反体制デモが拡大した。

これに対しカッダーフィ政権が激しい武力弾圧を加えたため、国際社会では当初から R2P

論に立脚した「文民保護」のための措置を求める声が相次いだ。例えばインターナショナ

ル・クライシス・グループ（ICG）は 2月 22日に早くも国際社会に対し、国連憲章第 7 章

に基づく飛行禁止空域設定計画の立案などを求める声明を発表した
2
。また同じ日、アラブ

連盟はリビアの加盟資格を停止し、イスラーム諸国会議機構（OIC）
3
もカッダーフィ体制

による暴力の停止を求める声明を出した。 

こうした動きを背景に国連安保理は 2 月 26 日、暴力の即時停止、国際刑事裁判所への

捜査付託、武器禁輸、カッダーフィやその家族、側近の渡航禁止及び資産凍結などを盛り

込んだ決議 1970号を採択した。同決議は前文で、リビア政府が文民を保護する責任を有し

ていることを明記しており、R2P を発動した初の国連安保理決議といわれている
4
。同決議

は全会一致で採択されており、この時点で安保理はリビア問題に関し歩調をそろえていた。

安保理が歩調をそろえていた背景には、アラブ連盟など地域機構の強い非難に加え、カッ

ダーフィ自身が力で反体制運動を抑え込むことを公然と続行したこと、さらにカッダー

フィ体制そのものが長年、国際的に孤立していたなど特殊な事情が作用していた。 

カッダーフィ体制は安保理決議 1970 号採択後も反体制運動に対する弾圧を続け、国際

社会では飛行禁止空域を設定するなど武力介入の必要性に関する議論が拡大した。特にア

ラブ連盟が 3月 12日に飛行禁止空域設定を国連安保理に求めた決議を採択したことは、武

力介入に向けた大きな推進力となった。ただ、シリアとアルジェリアは飛行禁止空域設定

を求める決議に反対しており、アラブ連盟加盟国も一枚岩ではなかった。一方、アフリカ

連合（AU）は 3月 10日の平和・安全保障理事会で「いかなる形であれ、国外からの軍事

介入には反対する」として、アラブ連盟とは対照的な対応をしている
5
。 

こうした動きを背景に国連安保理は 3 月 17 日、文民保護および飛行禁止空域を樹立す

るために「すべての必要な措置をとる」ことを加盟国に授権する決議 1973号を採択した。

同決議は同じアラブの国であるレバノン、および英国とフランスが共同提案した。採決で

はロシア、中国、インド、ブラジル、ドイツの 5 カ国が棄権したが、反対はなかった。同

決議に基づき米国、英国、フランスなど NATO 加盟 14 カ国とヨルダン、カタール、アラ

ブ首長国連邦（UAE）のアラブ 3 カ国、さらにスウェーデンの計 18 カ国が参加した対リ

ビア軍事作戦が 3月 19日から開始され、空爆と海上での武器輸送阻止を主体とする軍事作

戦が実施された
6
。当初は米国が指揮を執ったが、3月末から指揮権は NATO に移った。 
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その後もカッダーフィ体制派と反体制派の戦闘は一進一退を続けたが、空爆の影響で反

体制派が次第に攻勢を強め 8月下旬には首都トリポリを制圧した。反体制派が組織した暫

定国民評議会（TNC）も、日本を含む多数の国から承認された。この結果、カッダーフィ

体制は 8 月末には崩壊し、10 月 20 日にはカッダーフィ本人の死亡が確認され、10 月 31

日に軍事作戦は終了した。 

 

（２）対リビア軍事作戦の評価 

（ａ）肯定的評価 

 作戦に参加した国の関係者は当然ながら、対リビア軍事作戦を高く評価している。例え

ば米国の駐 NATO 大使 I. H. ダールダーと欧州連合軍総司令官兼在欧米軍司令官ジェーム

ズ・スタヴリディスは連名の寄稿で、「（作戦は）文民を保護しカッダーフィを打倒するた

めに、各地の軍事勢力に必要な時間と空間を提供することに成功した」と自賛している
7
。

また国際関係論の論点から J. ウエスターンらは、国際社会は 1990 年代のソマリア、ルワ

ンダ、ボスニアの経験を経て、必要であれば力の行使を伴うR2Pの概念を発展させた結果、

リビアでの成功に至ったと評価している
8
。 

 国際法学者の J．D．メイヤーは 2001 年に出された「干渉と国家主権に関する国際委員

会（ICISS）」の報告書が打ち出した軍事干渉を行うための 6つの基準を、リビアのケース

はすべてを満たしていると論じている
9
。すなわちメイヤーは①正当な権限：安保理決議に

基づく、②正当な理由：大規模な人命の損失が予想された、③正当な意図：領土的意図に

基づくものでも、1 カ国の不正な意図に基づくものでもない、④最終手段：外交的、非軍

事的努力は尽くされた、⑤比例的な手段：空爆の規模、期間ともにリビアの軍事力に比べ

不釣合いだったとの証拠はない、⑥合理的な期待：軍事介入が成功する見込みがあった、

と論じている。 

 また ICISS の共同議長を務めた G・エヴァンスは、①甚大な危害の恐れ、②正当な意図、

③他に手段がない、④比例的な手段、⑤妥当な結果への期待、という軍事介入を行うため

の 5つの基準をあげ、2011 年 3月に安保理がベンガジにおける虐殺を防止するために行動

した際、これらの基準はすべて適用されていたと評価している。ただ、「軍事介入が続行さ

れるにつれて、一部の基準、特に比例に関する基準の適用は不明瞭になった」と一部留保

の姿勢を示している
10
。R2P の提唱者であるエヴァンスが比例の問題を指摘しているのは、

後に述べるように、対リビア攻撃が安保理の授権の範囲を逸脱していたとの批判が絶えな

いからであろう。 
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（ｂ）批判的評価：民間人の犠牲者 

 他方、当然ながらリビアへの軍事介入に関してはきわめて厳しい批判がある。主に①過

剰な武力の行使によって民間人に犠牲者が出た、および②軍事介入は結局、体制転換のた

めだった、という 2点についてだ。このうち体制転換をめぐる議論については後述する。 

 民間人に犠牲者が出ているとしてきわめて早い段階で批判の声を上げたのは、当時のア

ラブ連盟事務局長のアムル・ムーサだった。ムーサは軍事作戦開始翌日の 3月 20日に、軍

事作戦は飛行禁止空域設定という目的から逸脱し、民間人を爆撃していると批判した
11
。

対リビア空爆が本格化するにつれて、武力行使に対する批判は拡大した。特にブラジル、

ロシア、インド、中国、南アフリカのいわゆる BRICS 5 カ国の批判は強かった。もともと

南アフリカを除く BRICS各国は安保理決議 1973号採択の際、軍事力行使のエスカレート

への懸念を理由に棄権していた。例えばロシアの国連代表は棄権理由を、①飛行禁止空域

設定に係る問題（禁止空域樹立の方法、交戦規定、武力行使の制限）が明確ではない、②

アラブ連盟が求める飛行禁止空域設定という目標以上に、大規模な軍事介入に発展する危

険がある、などと説明していた
12
。空爆開始から約 3週間後の 4月 14日に中国の三亜で開

催された BRICS5 カ国首脳会議では、決議に賛成した南アフリカも加わって、政治解決と

軍事力行使の中止を呼びかける声明を発表している
13
。 

 ただ、NATO 加盟国などの空爆によって民間人にどの程度の犠牲者が出たかははっきり

しない。『ニューヨーク・タイムズ』紙は独自の調査に基づいて、少なくとも 40 人、おそ

らく 70 人以上が NATO の空爆で死亡したと報じている
14
。またヒューマン・ライツ・ウォッ

チが 2012 年 5月に出した報告書によれば、少なくとも 72 人が死亡した
15
。 

 

２．シリア危機の拡大と R2P 

（１）アラブ連盟の働き掛けと挫折 

 シリアでは 2011 年 3月中旬、南部の都市で政府を批判するデモが起き、4月初めには全

国に拡大した。バッシャール・アサド政権は同年夏ごろまで、政治犯の釈放、非常事態法

の廃止、新政党法の導入など政治改革の姿勢を少しは示したが、基本的には反体制運動を

「テロリスト」として徹底的に弾圧し続けた。そのため事態は悪化の一途をたどった。 

 犠牲者が増大するにつれて、国連人権機関の動きが活発化し、4月 29日には国連人権理

事会がシリア当局による暴力の行使を非難する決議を採択した
16
。これ以降、国連人権理

事会と国連人権高等弁務官は繰り返しシリア政府による人権侵害を非難し、安保理にシリ

ア政府関係者を国際刑事裁判所に付託するよう求める決議や報告書を出している。また、

R2P担当国連事務総長特別顧問のエドワード・ラックとジェノサイド防止担当特別顧問の
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フランシス・デンは 6月 2日に連名で、シリアが国民を保護する責任を有していることを

再確認し、シリア軍などによる「意図的な攻撃を強く憂慮する」との声明を出した
17
。両

者はその後も繰り返し連名で声明を出している。国連総会も数回にわたりシリアを非難す

る決議を採択している。 

また 2011 年 4月以降、米国や EU、日本などが制裁や経済協力の見直しなどの措置をとっ

ている。このように国際社会全体からみるとより多くの国が、シリア政府による反体制運

動への暴力的な弾圧を厳しく非難し、バッシャール・アサド政権は統治の正統性を失った

との立場をとるようになった。 

 一方、リビア問題への迅速かつ比較的統一的な対応に比べ、アラブ連盟のシリアへの対

応は不統一で行動に時間がかかった。例えば 2011 年 4月末に国連安保理でシリア政府を非

難する議長声明を出すことが議論されたが、ロシア、中国、インドとともにレバノンも反

対し、議長声明発出は見送られた。レバノンはリビアへの軍事力行使を認めた決議 1973

号の提案国であり、同国のシリア問題への対応はきわめて対照的だった。レバノン国連代

表は反対理由について、レバノンはシリアと「特別な関係」を持っており、シリア政府の

改革への努力を評価すると述べている
18
。 

 しかし 2011 年 8 月 6 日に湾岸協力会議（GCC）が、翌 7 日にはアラブ連盟が、それぞ

れシリア政府を非難する声明を出し、アラブ世界での潮流の変化が明確になった。アラブ

連盟は 10月 30日、暴力の停止、囚人の釈放、反体制派との対話などを呼びかける和平案

を提示し
19
、シリア政府もこれを受け入れた。だが、シリア政府が弾圧をやめなかったた

め、アラブ連盟は 11月 12日にシリアの加盟資格を停止し、同月 27日にはシリアが同連盟

の和平案実施状況を検証する停戦監視団を受け入れないことを理由に経済制裁を科すこと

を決定した。こうした圧力を受けシリアは監視団の受け入れを表明し、同月下旬から監視

団がシリアに入った。しかし実際の状況に変化はなく、アラブ連盟は 2012 年 1月 28日、

監視団撤退を決定した。このようにアラブ連盟は一時的にシリア問題への積極的な対応を

試みたが、結局、問題解決の糸口を見いだすことは出来なかった。 

 

（２）国連安保理の機能不全 

 他方、国連安保理はシリア問題では当初からほとんど機能不全状態を続けている。すで

に述べたように 2011 年 4月下旬には安保理で、シリアを非難する議長声明発出が検討され

たが、ロシアなどの反対で議長声明は出されなかった。事態がさらに悪化した 8月 3日に

は、何とか議長声明発出に漕ぎつけ、安保理として初めてシリア政府による人権侵害と市

民に対する力の行使を非難した。しかし一方で「全当事者」に自制を求めるなど、妥協の
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産物であることがわかる
20
。なお、レバノンはこの声明を出す際の協議を欠席している。 

これ以降も安保理内の対立は解消されなかった。10月 4日には英仏などが共同提案した

決議案が採決に付されたが、ロシアと中国の拒否権行使によって成立しなかった。決議案

はすべての当事者による暴力行為の即時停止、シリア政府による人権侵害の停止と基本的

自由の回復、包括的政治プロセスの開始などを呼びかけていたが、R2P には言及していな

い。決議案に反対した理由についてロシアの国連代表は、シリアの国家主権と領土の一体

性の尊重、中立的な仲介などが必要であるにもかかわらず、決議案はシリア政府に対し「対

立的」かつ「一方的」であると述べ、中国代表は内政不干渉原則の重要性を強調している
21
。

なおブラジル、インド、南アフリカ、及びレバノンは棄権した。 

安保理では 2012 年 2 月に再び決議案が審議された。この決議案は欧米諸国のほかアラ

ブの 11 カ国も共同提案国となっており
22
、暴力の即時停止、軍の都市部からの撤退などか

らなる 2011年 11月 2日のアラブ連盟の行動計画を直ちに実行するよう求める内容だった。

しかし、再びロシアと中国の反対で決議案は成立しなかった。ロシア代表は安保理メンバー

の一部が危機の当初から体制転換を画策していると非難し、中国代表は解決策の押し付け

は問題をさらに複雑にすると反対の理由を説明した
23
。なおこの時の採決では 2011 年 10

月の採決の際に棄権したインドと南アフリカも賛成し、13 カ国が支持した
24
。 

 こうした安保理の機能不全状態を打破するために 2012 年 2月 23日、国連前事務総長コ

フィ・アナンが国連とアラブ連盟のシリア問題担当共同特使となり、停戦実現のための工

作を始めた。同特使は 3月、①戦闘停止と国連監視メカニズムの確立、②人道的支援物資

の供与、③拘束者の釈放、④集会の自由や平和的デモの権利尊重、などを骨子とした 6項

目和平案を提示し
25
、シリアも同案に前向きの姿勢を示した。これを受け安保理は 3月 21

日、6項目和平案を支持する旨の議長声明を出した。安保理はさらに 4月 14日に決議 2042

号を、同 21日に決議 2043号を採択し、両決議に基づき最大 300 名からなる非武装の国連

シリア監視団（United Nations Supervision Mission in Syria: UNSMIS）がシリアに展開した。 

しかし武力衝突はいっこうに収まらず、7月 19日には住宅地からシリア政府軍が撤退し

なければ経済制裁もあり得るとの決議案が上程されたが、再びロシアと中国の拒否権で否

決された
26
。安保理は唯一 7月 20日、90日間とされていた UNSMIS の活動期間を 30日間

延長する決議 2059 号を成立させた。だが UNSMIS の現地での活動はきわめて限られてお

り、シリア政府軍による妨害行為にもたびたび遭遇した。結局、安保理は活動期間を再延

長せず、UNSMIS は 8月 19日、活動を終了した。 

このように安保理はシリア問題に関してはまったく機能しておらず、8 月末にアナンは

共同特使を辞任し、後任にはラフダル・ブラヒミが就任した。ブラヒミは「シリアのため
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の行動グループ」が 2012 年 6月末に出した最終コミュニケ
27
をベースに、シリアのアサド

体制および反体制双方と協議するとともに、米国とロシアの立場の相違を埋めることでシ

リアの内戦を終結させ、体制移行を何とか実現しようと努力している。しかし、2013 年 1

月にジュネーブで行われた米ロ政府高官とブラヒミとの 3回目の 3 者協議においても、仲

介は成功しなかった。また同じ 1月、国際司法裁判所への付託を求める書簡が 57 カ国の共

同署名で提出されたが、ロシア、中国は姿勢を変えていない。 

安保理、さらに共同代表であるアナン、その後任のブラヒミがシリア問題に関し突破口

を見いだせず、国連が機能不全状態を続けている背景には、いくつかの理由がある。第 1

にリビアへの軍事介入が「文民保護」を掲げながらも体制転換に結びついたことに対する

ロシアや中国の不信感がある。この点は後述する。 

第 2 は第 1 の要因と密接に関係しているが、軍事介入以前の問題として、内戦終結のた

めバッシャール・アサドの退陣を求めるか否かで、国際社会に越えがたい亀裂が生じてい

ることだ。米国や EU 諸国、アラブ諸国などはすでにバッシャール・アサドに統治の正統

性はないとして退陣を求めている。他方、ロシアはシリアの将来はシリア人自身によって

決定されるべきであり、外部の介入による解決策の押し付けには断固反対するとの姿勢を

貫いている
28
。 

第 3 は ICG が 2012 年 8月に出した報告書で「シリアは外部からの干渉の場になってい

る」と指摘しているように
29
、さまざまな勢力がすでにシリア問題に介入していることだ。

ロシア、イランは体制側に資金や武器を供与しているといわれ、逆にサウジアラビアやカ

タール、トルコは反体制勢力に協力しているといわれる。また、米国も中央情報局（CIA）

が反体制勢力に対し密かに武器を供与していると報じられている
30
。アナンが共同特使辞

任の意向を発表した直後の寄稿で、政治的な問題解決のためには国際社会のコンセンサス

が必要であるにもかかわらず、全当事者は軍事的な手段で自分たちの利益を追求している

と強く批判したように
31
、介入による自国の利益確保を優先し国連の場での合意形成がな

いがしろにされているという現実がある。 

第 4 にシリアの反体制勢力が統一されておらず、外部との関係についての立場も一様で

はないことが指摘できる（第 2 章参照）。 

 

３．R2Pによる軍事介入のジレンマ 

（１）R2Pと体制転換をめぐる議論 

 安保理がシリアへの対応で機能不全状態に陥っている最大の原因は、リビアに対する軍

事介入の結果、R2P と体制転換の関係をめぐり国際社会内で深刻な対立が生じていること
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である。リビアに対する NATO などによる攻撃の拡大・長期化と、コートジボワールにお

ける国連コートジボワール活動（UNOCI）による武力行使
32
に疑義が呈される中、安保理

は 2011 年 5月 10日、「武力紛争における文民保護」をテーマとする討議を行った
33
。 

討議では、欧米各国代表はリビアやコートジボワールでの事例を積極的に評価している。

他方、中国代表が文民保護を装って体制転換を試みることに強い懸念を表明したほか、ブ

ラジルと南アフリカ代表も文民保護が体制転換や干渉の名目になっているという懸念を表

明した。また、ロシア代表は「文民保護という崇高な目標は、他の無関係な問題を解決す

るための試みに従わされるべきではない」と軍事作戦を批判した。 

 このようにリビアとコートジボワールのケースは、文民保護のための武力行使と体制転

換との関係について、BRICS 諸国を中心に強い懸念を引き起こした。軍事的に優位にある

NATO などが文民保護を理由に軍事力を恣意的に行使して内政干渉やさらに体制転換を試

みる恐れがあると考えているからであろう。特にロシアと中国の不信感は強く、前節で述

べたように安保理ですでに 3回、拒否権を行使した。 

 研究者からも R2P と体制転覆の問題についての指摘は多い。例えばベラミーはコートジ

ボワールとリビアの 2つの事例について「安保理そのものは体制転換を授権していないに

もかかわらず、決議実行者は（体制転換という）結果を意図していた」と批判している
34
。

その意味では R．コリンズがいうように、リビアへの武力行使を認めた安保理決議 1973

号そのものが曖昧だったといえるだろう。コリンズは、「すべての必要な措置」の意味は不

明瞭で幅広い解釈が可能であり、「決議 1973号によって体制転換は特定されても、除外さ

れてもいなかった」としている
35
。 

しかし現実の状況を見る限り、R2P と体制転換との関係は必ずしも簡単ではない。R2P

担当の国連事務総長特別顧問 E．ラックはインタビューで、R2P の目的は民衆を保護する

ことだと強調する一方で、場合によって民衆を守る唯一の方法は体制転換かもしれないと

認めている
36
。ベラミーもまたこのラックの発言を引用し、国家が虐殺や戦争犯罪、民族

浄化などを行っている状況において、国際社会が体制転換を押し付けることなく民間人を

保護するという責任を現実に果たすことができるのだろうかという「根本的なジレンマ」

を指摘している
37
。ICISS報告も「体制を転覆させること自体は正当な目的ではないが、民

衆を傷つける体制の能力を無力化することは、保護するというマンデートを果たすために

必須かもしれず、無力化達成に必要なものは、ケースによって異なるだろう」と体制転換

の可能性を一義的に排除できないジレンマを認めている
38
。 

こうしたジレンマは政策決定者の間にもある。米大統領オバマはリビアへの軍事介入が

開始されてから約 10日後の 2011 年 3月 28日の演説で、「我々の軍事的な使命に体制転換



第８章 体制移行期における内戦と「保護する責任」：リビアとシリアの比較 

 －155－

を含めることは誤りである」と述べている
39
。アフガニスタン、イラクへの軍事介入が泥

沼状態に陥ったことへのアンチテーゼであろう。しかし、4月 14日になるとオバマは英首

相キャメロン、仏大統領サルコジと連名で、「リビアの平和への道」と題する文を『ニュー

ヨーク・タイムズ』紙などに寄せた。その中で 3 人は、安保理決議 1973号の目的は文民保

護であり、力によってカッダーフィを退陣させることではないとしつつも、「自らの国民を

虐殺しようとしている人物が将来の政府で一定の役割を果たすということは考えられな

い」として、カッダーフィが権力に留まっている限り NATO は軍事作戦を続行しなければ

ならないと記し、体制転換の必要性を示唆している
40
。3 人の連名の文が掲載された 4 月

14 日は、先に述べたように BRICS 首脳会議が NATO などによるリビア攻撃を批判する三

亜宣言を出した日である。 

 シリアの場合も、同様なことがいえるだろう。反体制側の多くはバッシャール・アサド

体制がすでに統治の正統性を失っているとしており、体制側が呼びかけた政治対話も拒否

している。一方、バッシャール・アサドも権力を手放す考えをいっさい示していない。こ

のように体制側と反体制側の武力対立が続き、問題解決への糸口が見いだせない場合、

ICISS 報告がいう「民衆を傷つける体制の能力を無力化する」ためには結局、体制転換し

かないという議論も一定の説得力を持っている。ただシリア問題に関しきわめて重大な問

題は、たとえ「無力化する」ために力を行使したとしても、一定の成果が期待できるとい

う合理的な判断ができないことである。このことは次に述べるように、介入する側の軍事

能力と表裏一体の問題でもある。 

 

（２）軍事介入する側の軍事能力 

 リビアに対する NATO の軍事作戦が終了した直後の 2011 年 10 月 31 日、リビアの首都

トリポリを訪問したアナス・フォー・ラスムセン NATO 事務総長は、リビア国民を保護す

るという安保理決議履行にあたり「我々は効果的で、柔軟で、かつ的確であった」と自画

自賛した
41
。また、米国の NATO 大使ダールダーと欧州連合軍総司令官兼在欧米軍司令官

スタヴリディスも、複数国が連合軍として協力し介入をする場合、NATO だけが複雑な作

戦計画を立案・実行できる共通の指揮構造と能力を持っていると指摘している
42
。 

 しかしダールダーらはその一方で、作戦に参加した NATO 加盟国が十分な軍事能力を保

有していなかった故に、米国は指揮権を NATO に移譲した後も、情報や偵察のデータ、空

中給油機、さらに人的な貢献をし続けなければならなかったと述べ、他の NATO 加盟国の

軍事力の不十分さを強く批判している
43
。ヨーロッパ加盟国の軍事能力の低さに対する批

判はほかにも多く、「こうした限定的な飛行作戦においても、ヨーロッパ加盟諸国の軍事能
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力は必要とされるレベルにほど遠かった」とまで酷評されている
44
。さらに NATO 加盟国

のうち対リビア軍事作戦に参加したのは半数の 14 カ国だけだったことから、NATO 加盟国

は自国の責任をより選択的なアプローチで果たそうとしているとの指摘もある
45
。 

NATO 内における米国とその他の加盟国との間の軍事能力の格差は 1990 年代のボスニ

ア・ヘルツェゴビナやコソボでの軍事作戦の際に指摘され、米国抜きに軍事作戦は遂行で

きないのではないかとの指摘は以前からあった。その意味で R2P に基づく最後の手段とし

てたとえ軍事作戦が安保理決議で容認されたとしても、それが自動的に効果的な軍事作戦

遂行を保証することにならないことは留意する必要がある。 

 

（３）アラブ諸国の「支持」 

 リビアに関する安保理決議 1970号と 1973号が成立し、NATO などが即座に軍事介入に

踏み切った大きな要因の一つとして、アラブ世界の支持が高かったことがよく指摘されて

いる。ベラミーらは飛行禁止空域設定を求めるアラブ連盟決議がなければ、安保理決議

1973号は採決にかけられなかっただろうとすら述べている
46
。  

しかし他方ですでにみたように、NATO などによる軍事作戦開始の翌日には、アラブ連

盟のムーサ事務局長が民間人を爆撃していると強く批判する発言をしている。ギャッラプ

が 2012 年 2月から 4月にかけてアラブ諸国で行った調査によれば、リビアへの軍事介入へ

の支持はモロッコ 12％、エジプト 13％、アルジェリア 14％、チュニジア 22％と非常に低

い
47
。その意味では、シリアへの軍事介入が実際に議論の俎上にのぼったとしても、アラ

ブ諸国の世論がそれを支持しない可能性は高い。 

 

結び 

 藩基文国連事務総長が 2009 年 1月に国連総会に提出した文書『保護する責任の実施』48

においても、軍事力の行使が検討されている。しかし、その多くは被介入国政府の治安維

持機能強化のための援助や、平和維持のため被介入国の同意を得た上での軍の展開の問題

が検討されているにすぎない。パラグラフ 56 で唯一、強制力をそれほど伴わない文民保護

のための国際社会の対応が奏功せず、ある国家が国民に対する暴力行為を継続した場合、

国際社会は集団的な対応を検討する必要があると述べるにとどまっている
49
。なお、この

パラグラフは 2005 年の R2P に関する国連総会決議 A/60/1 のパラグラフ 139 に言及してい

るが、同総会決議もまた平和的対応が不十分な場合、ケース・バイ・ケースで第 7 章を含

む国連憲章に基づく国連としての対応を検討する必要があると述べているにすぎず、具体

性はない
50
。 
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すでに述べたように 2001 年の ICISS 報告は、体制転覆を R2P の正当な目的ではないと

しながらも、ある体制が国民の保護を果たさないどころか、国民を殺戮する側に回った時、

その体制の殺戮能力をどのようにして無力化するかという問題を提起している。まさにベ

ラミーがいう R2P と体制転換との間の「根本的なジレンマ」の問題である。しかし、2005

年の国連総会決議も 2009 年の国連総長報告もこの根本的な問題を十分に検討せず、その後

も等閑視されてきた
51
。そうした状況の中で国際社会はリビアとコートジボアールにおけ

る体制転換の事例に直面し、結果として国際社会内の亀裂が鮮明になり、シリア危機に対

し有効な措置をとれないでいる。 

なお、軍事力行使に伴うジレンマは、必ずしも無力化や体制転換問題に限定されない。

シリアに関しては、人道物資搬入や避難民保護のために安全回廊や安全地帯の設置案も提

唱されている。しかしロシアのラブロフ外相が、一部諸国が反体制側を支援している中で、

人道目的のために安全回廊を設けることに何の意味があるのかと反論しているように
52
、

安全回廊設置案についても国際社会にはコンセンサスが成立していない。加えてシリアの

情勢を考えると、もし安全回廊や安全地帯を樹立するとなれば、相当規模の兵力と兵站に

よる介入が必要であることは想像に難くない。その結果、たとえ安全回廊設置の方向に国

際社会が動き出したとしても、どの国ないし国家連合が十分な軍事力を提供する能力と意

思を持っているのかという新たな問題が生起することになり、R2P 論のジレンマは続くこ

とになる。 
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